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合 同
ごうどう

作 業
さぎょう

チーム【 障 害 児
しょうがいじ

支援
しえん

】議事
ぎ じ

概 要
がいよう

（１１月
がつ

１９ 日 分
にちぶん

） 

 

○ 日
にち

 時
じ
： 平 成

へいせい
２２年

ねん
１１月

がつ
１９日

にち
（金

きん
）１４：１０～１７：０５  

○ 場
ば
 所

しょ
： 厚 生

こうせい
労 働 省
ろうどうしょう

低 層 棟
ていそうとう

２階
かい

講 堂
こうどう

 

○ 出 席 者
しゅっせきしゃ

 

  大 谷
おおたに

 恭 子
きょうこ

 （弁護士
べんごし

） 座 長
ざちょう

 

宮田
みやた

 広
ひろ

善
よし

 （ 全 国
ぜんこく

児童
じどう

発 達
はったつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

副 会 長
ふくかいちょう

） 副 座 長
ふくざちょう

 

柏 女
かしわめ

 霊 峰
れいほう

 （淑 徳
しゅくとく

大 学
だいがく

教 授
きょうじゅ

） 

君 塚
きみづか

 葵
まもり

  （全 国
ぜんこく

肢体
したい

不自由児
ふじゆうじ

施設
しせつ

運 営 協
うんえいきょう

議会
ぎかい

会 長
かいちょう

） 

水津
すいづ

 正 紀
まさのり

 （（社
しゃ

） 全 国
ぜんこく

重 症
じゅうしょう

心 身
しんしん

障 害 児
しょうがいじ

（者
しゃ

）を守
まも

る会
かい

理事
り じ

 ） 

 

○ 議事
ぎ じ

要旨
ようし

 

１．障 害 者
しょうがいしゃ

基 本 法
きほんほう

・ 障 害 児
しょうがいじ

条 項
じょうこう

イメージ 修 正
しゅうせい

案
あん

について 

・各 委 員
かくいいん

のご意見
いけん

を踏
ふ
まえ、 資 料

しりょう
１のとおりにまとめた。 欠 席

けっせき
の委員

いいん
と 遅

おく
れて

くる委員
いいん

からは賛 同
さんどう

するということで意見
いけん

をもらっている。今 回
こんかい

、「法
ほう

の理念
りねん

、

目 的
もくてき

チーム」から 資 料
しりょう

が配
くば

られているが、これを参 考
さんこう

にさらに追加
ついか

することは

ないか。 

・こどもの権利
けんり

条 約
じょうやく

２３条
じょう

３ 項
こう

には「父母
ふ ぼ

又
また

は 当 該
とうがい

児童
じどう

を養護
ようご

している 他
ほか

の

者
もの

の資
し

力
りょく

を 考 慮
こうりょ

して可能
かのう

な 限
かぎ

り 無 償
むしょう

で 与
あた

えられるもの」とある。 所 得
しょとく

状 況
じょうきょう

により、 医 療
いりょう

、リハビリが受
う
けられないということはあっていけない。この

ことを最 善
さいぜん

の利益
りえき

に盛
も
り込

こ
めないか。 

・経 済 的
けいざいてき

負担
ふたん

については、基 本 法
きほんほう

の中
なか

で 障 害 児
しょうがいじ

を含
ふく

めて全 体
ぜんたい

として考
かんが

える

ことにもなるが、我 々
われわれ

の思
おも

いとして盛
も
り込

こ
んでみる。子

こ
どもの権利

けんり
文 言
もんごん

は工夫
くふう

さ

せてほしい。 

・地域
ちいき

社 会
しゃかい

の 一 員
いちいん

には、施設
しせつ

入 所
にゅうしょ

する児童
じどう

も入
はい

っているという理解
りかい

でよいか。 

・児童
じどう

の 年 齢
ねんれい

を明記
めいき

したほうがよい。子
こ
どもの権利

けんり
条 約
じょうやく

では１８ 歳
さい

未満
みまん

という

文 言
もんごん

が繰
く
り返

かえ
し出

で
てきている。重 症

じゅうしょう
心 身
しんしん

障 害 児
しょうがいじ

施設
しせつ

に入 所
にゅうしょ

しているのは

ほとんどが大人
おとな

であり、名 称
めいしょう

と 実 態
じったい

が一致
いっち

しないなど、逆 転
ぎゃくてん

するおそれがある。 

・民 法
みんぽう

では未 成 年
みせいねん

は２０歳
さい

未満
みまん

となっているなど、基 本 法
きほんほう

に年 齢
ねんれい

による制 限
せいげん

を 設
もう

けると後 々
のちのち

響
ひび

く可 能 性
かのうせい

もある。年 齢
ねんれい

は今
いま

までどおり各 法 律
かくほうりつ

ごとに定
さだ
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めたほうが無難
ぶなん

。 

 

 【条 文
じょうぶん

イメージの 修 正
しゅうせい

内 容
ないよう

で合意
ごうい

したもの】 

・ 最 善
さいぜん

の利益
りえき

の 中
なか

に、「 障 害
しょうがい

を理由
りゆう

として 特 別
とくべつ

な 経 済 的
けいざいてき

負担
ふたん

がなく」とい

う 旨
むね

の 文 言
もんごん

を 入
いれ

る。 

・ 確 認
かくにん

された事項
じこう

について、第
だい

26回
かい

推 進
すいしん

会議
かいぎ

（11月
がつ

22日
にち

）に報 告
ほうこく

する。 

 

２．作 業
さぎょう

チームの３回目
かいめ

以降
いこう

の進
すす

め方
かた

について 

・次回
じかい

に議論
ぎろん

するべき 項 目
こうもく

が多
おお

く進
すす

め方
かた

は悩
なや

ましい。次回
じかい

（１２月
がつ

７日
か
）はど

のように進
すす

めたらよいか。 

例
たと

えば、障 害
しょうがい

のある子
こ
どもへの早期

そうき
支援
しえん

、相 談
そうだん

支援
しえん

と就 学 前
しゅうがくまえ

の支援
しえん

策
さく

と大
おお

きく分
わ
けて各 委 員

かくいいん
から意見

いけん
をもらうというやり方

かた
もある。 

・このメンバーには知的
ちてき

、 盲
もう

ろう、 自 閉 症
じへいしょう

の分野
ぶんや

の者
もの

がいない。 例
たと

えば、 盲
もう

ろ

うへの早期
そうき

支援
しえん

などについて 団 体
だんたい

からヒアリングを受
う
けてはどうか。 

・ヒアリングは、支 援 者 側
しえんしゃがわ

か、それとも当 事 者
とうじしゃ

か。 

 

【 確 認
かくにん

された事項
じこう

】 

・ヒアリングは当 事 者
とうじしゃ

が良
よ
いだろう。方 法

ほうほう
については事 務 局

じむきょく
とも検 討

けんとう
する。 

・次回
じかい

は、可能
かのう

ならヒアリングと各 委 員
かくいいん

からの意見
いけん

発 表
はっぴょう

としたい。 

 

３．自立
じりつ

支 援 法
しえんほう

及
およ

び児童
じどう

福 祉 法
ふくしほう

改 正
かいせい

案
あん

（ 2010.11.17 衆 議 院
しゅうぎいん

厚 生
こうせい

労 働
ろうどう

委 員 会
いいんかい

に 委 員 長
いいんちょう

提 案
ていあん

された法 案
ほうあん

）について  

・法 案
ほうあん

の中身
なかみ

と検 討 会
けんとうかい

の 報 告 書
ほうこくしょ

を比較
ひかく

して方 向 性
ほうこうせい

は一致
いっち

しているのか。何
なに

か 問 題
もんだい

があれば提起
ていき

したい。例
たと

えば、可能
かのう

な限
かぎ

り地域
ちいき

でみるという考
かんが

え方
かた

が表
あらわ

れていない感
かん

じがする。 感 想
かんそう

でもいいので意見
いけん

を聴
き
かせてほしい。 

・ 一 般
いっぱん

施策
しさく

の 中
なか

でみてもらいたいが、 障 害 者
しょうがいしゃ

部会
ぶかい

では議論
ぎろん

できないので、児童
じどう

福祉
ふくし

法
ほう

の 障 害 児
しょうがいじ

支援
しえん

に関
かん

する部分
ぶぶん

が整理
せいり

された。 

・これらは個別
こべつ

給 付
きゅうふ

なので、 障 害
しょうがい

受 容
じゅよう

ができていない保護者
ほごしゃ

には 使
つか

いづらいと

いう問 題
もんだい

もあり、既存
きそん

の 障 害 児
しょうがいじ

等
とう

療 育
りょういく

支援
しえん

事 業
じぎょう

とセットで 考
かんが

えるべき。 

・入 所
にゅうしょ

施設
しせつ

の一 元 化
いちげんか

については、強 度
きょうど

行 動
こうどう

障 害 児
しょうがいじ

を受
う
け入

い
れるには、設備

せつび
や
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スタッフの問 題
もんだい

があり、現場
げんば

は対 応
たいおう

できない。経 過 的
けいかてき

な措置
そ ち

が 必 要
ひつよう

。 

・ 通 所
つうじょ

施設
しせつ

は 現 状
げんじょう

でも一 元 化
いちげんか

が進
すす

んでいるので 問 題
もんだい

ない。 

・重 心
じゅうしん

施設
しせつ

は医 療
いりょう

と福祉
ふくし

からの支援
しえん

が 必 要
ひつよう

。医師
い し

などの職 員
しょくいん

は児者
じしゃ

、年 齢
ねんれい

の

一 元 化
いちげんか

でみてほしい。 

・ 問 題 点
もんだいてん

について、次回
じかい

までに宮
みや

田
た

副 座 長
ふくざちょう

と柏
かしわ

女
め
委員
いいん

でまとめてほしい。 

・既
すで

に、資 料
しりょう

等
とう

を送
そう

付
ふ
しているので参 照

さんしょう
して欲

ほ
しい。 

・ 確 認
かくにん

したいと思
おも

う。 

 

４．ヒアリング 

(1) 子
こ
ども・子育

こそだ
て新

しん
システム検 討 会

けんとうかい
について 

・３月
がつ

までに法 案
ほうあん

をまとめることで議論
ぎろん

されているが、新
しん

システムに 障 害 児
しょうがいじ

が含
ふく

まれていないという 問 題
もんだい

意識
いしき

があり、担 当 者
たんとうしゃ

からのヒアリングが 必 要
ひつよう

であると

前 回
ぜんかい

述
の
べた。 

 

内 閣 府
ないかくふ

担 当 者
たんとうしゃ

 

・ 現 在
げんざい

の 検 討
けんとう

状 況
じょうきょう

等
とう

について説 明
せつめい

。 

 

・障 害 児
しょうがいじ

が含
ふく

まれず議論
ぎろん

されているのであれば 問 題
もんだい

であるので、子
こ
ども・子育

こそだ
て

新
しん

システムの基本
きほん

制度
せいど

ワーキングチームに意見
いけん

を述
の
べたい。ＷＴにヒアリングの

機会
きかい

が設
もう

けられないか。 

内 閣 府
ないかくふ

 

・持
も
ち帰

かえ
って 検 討

けんとう
する。 

 

・ 障 害 児
しょうがいじ

の 親
おや

に 対
たい

する早期
そうき

支援
しえん

を 行
おこな

うことにより、自分
じぶん

の子
こ
の 障 害

しょうがい
があるこ

とを受
う
け入

い
れることができ、二人目

ふたりめ
も育

そだ
ててみようということで少 子 化

しょうしか
対 策
たいさく

にも

なる。 私
わたし

の施設
しせつ

では保 育 所
ほいくじょ

との 並 行
へいこう

通 園
つうえん

も実施
じっし

しているので、 幼
よう

保
ほ

一 体
いったい

給 付
きゅうふ

に 障 害 児
しょうがいじ

の通 所
つうじょ

支援
しえん

も含
ふく

めてもよいのではないか。 

・児童
じどう

デイサービスも 財 源
ざいげん

を含
ふく

め乗
の
れるかどうか詰

つ
めておく必 要

ひつよう
があるだろう。 

 

（２）社 会 的
しゃかいてき

養護
ようご

専 門
せんもん

委 員 会
いいんかい

について 
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・児童
じどう

養護
ようご

施設
しせつ

には 障 害 児
しょうがいじ

が２０％も入
はい

っている。社 会 的
しゃかいてき

養護
ようご

（一 般
いっぱん

施策
しさく

）

で 成 長
せいちょう

していくことが望
のぞ

ましいのか。それとも、障 害 児
しょうがいじ

施設
しせつ

で適
てき

切
きり

に支援
しえん

す

べきか議論
ぎろん

を整理
せいり

すべきであろう。 

 

厚 生
こうせい

労 働 省
ろうどうしょう

（雇 児 局
こじきょく

） 

・ 現 在
げんざい

の状 況
じょうきょう

等
とう

について説 明
せつめい

。 

 

・ 社 会 的
しゃかいてき

養護
ようご

の質
しつ

・ 量
りょう

ともに拡 充
かくじゅう

するという 方 向 性
ほうこうせい

については理解
りかい

した。 

・保 育 所
ほいくじょ

等
とう

訪 問
ほうもん

支援
しえん

の施 設 版
しせつばん

が 必 要
ひつよう

ではないか。 

・ 障 害 児
しょうがいじ

施設
しせつ

においても、ファミリーホームや 里 親
さとおや

のような小 規 模
しょうきぼ

な仕組
し く

みが

必 要
ひつよう

ではないか。 

・ 里 親
さとおや

には「 特 別
とくべつ

児童
じどう

扶養
ふよう

手当
てあて

」が 支 給
しきゅう

されているのではないか。その部分
ぶぶん

が

障 害 児
しょうがいじ

里 親
さとおや

の「加算
かさん

」になるのではないか。 

以 上
いじょう

 

 


